
北 海 道 子 ど も か る た 大 会 競 技 規 定

第 １ 条 出 場 選 手 は 、 大 会 規 程 を 守 り 、 ス ポ ー ツ 精 神 に 則 り 正 々 堂 々 競 技 す る こ と 。

第 ２ 条 大 会 に 参 加 す る チ ー ム 構 成 は 控 え の 選 手 を 含 め ３ 名 以 上 ５ 名 以 内 の こ と 。

第 ３ 条 審 判 員 、 読 手 員 は 、 誤 審 、 誤 読 な き 様 あ く 迄 も 公 正 に て か つ 慎 重 を 期 し て 行
う こ と 。

第 ４ 条 各 自 取 札 の 配 置 、 範 囲 は 、 高 さ ２ ７ ㎝ 、 巾 ・ 両 端 は １ .２ ｍ 以 内 、 中 央 は １ ｍ
以 内 と し 守 備 、 中 堅 、 突 の 境 界 を ２ ㎝ 以 上 あ け る こ と 。

第 ５ 条 各 自 の 持 ち 札 は ５ 枚 以 上 と し 、 ５ 枚 切 れ 以 降 は ３ 枚 以 上 、 ３ 枚 切 れ 以 降 は 、
自 由 な れ ど 、 持 ち 礼 ５ 枚 切 れ 以 降 は 、 巾 １ ｍ 以 内 、 ２ 枚 の 時 は 中 段 以 上 ・ 中
央 ５ ０ ㎝ 以 内 、 一 枚 の 時 は 上 段 中 央 と す る 。

第 ６ 条 (1) 取 り 札 は 正 １ 枚 取 り の こ と 。 お 手 突 は 先 手 、 後 手 共 有 効 と し １ 度 の モ ー シ
ョ ン で あ れ ば 取 り 札 以 外 の 数 枚 の 札 を お 手 突 き し て も 一 枚 の こ と 。

(2) 相 対 す る 選 手 以 外 の 行 動 で 起 き た お 手 突 は 無 効 と す る 。

(3) 送 り 札 は 自 由 で あ る が 相 手 選 手 が 確 認 出 来 る よ う 、 手 渡 す の を 原 則 と し 、
投 げ 渡 す こ と を 禁 ず る 。

(4) シ ー ト に は 、 守 備 範 囲 線 を 施 し 、 正 し い 位 置 に 取 り 札 を 置 く 配 慮 の こ と 。

(5) 読 手 員 の 読 み に 入 っ た 場 合 、 選 手 は シ ー ト の 上 に 手 を 出 さ な い こ と 。

第 ７ 条 試 合 中 の 選 手 交 代 は 原 則 と し て 認 め な い 。
た だ し 、 や む を 得 な い 場 合 は １ 回 だ け 相 手 チ ー ム の 了 解 を 得 て 、 控 え 選 手 の 中
か ら 交 代 す る こ と が で き る 。

第 ８ 条 チ ー ム 内 で の ボ ジ シ ョ ン 移 動 は 、 原 則 と し て 禁 止 す る 。
た だ し 、 体 調 不 良 等 に よ る 控 え 選 手 と の 交 代 は 相 手 チ ー ム の 了 解 を 得 て で き る
こ と と し 、 そ の と き の 選 手 間 の 移 動 は 妨 げ な い 。
な お 、 大 会 の 進 行 状 況 に よ り 主 催 者 の 判 断 で 移 動 を 認 め る こ と も で き る 。

第 ９ 条 試 合 開 始 か ら ５ ０ 枚 を 読 み 終 え た 時 点 を 目 安 に 、 一 度 の ト イ レ 休 憩 を 取 る こ と
が で き る 。 な お 、 場 外 に 出 ら れ る の は ト イ レ に 行 く 者 だ け と す る 。 ま た 、 休 憩
時 に は 、 選 手 以 外 は 競 技 場 に 入 っ て は な ら な い 。
や む を 得 な く 急 を 要 す る 場 合 は 主 催 者 が 、 休 憩 を 取 る か 選 手 の 交 代 を 指 示 す る
こ と が で き る 。

第 10条 「 待 っ た 」 は 無 し と す る 。

第 11条 相 対 す る 選 手 外 の 抗 議 は 、 同 一 チ ー ム の 選 手 と い え ど も 発 言 す る こ と は 出 来 な
い 。

附 則 こ の 規 程 は 平 成 ２ ２ 年 １ ２ 月 １ 日 よ り 施 行 す る

附 則 こ の 規 程 は 平 成 ２ ３ 年 １ ２ 月 １ 日 よ り 施 行 す る

北 海 道 子 ど も か る た 大 会 敗 者 復 活 戦 規 程

１ 条 当 該 チ ー ム が 大 会 の １ 回 戦 に お い て 敗 れ た 場 合 は 申 し 出 に よ り 敗 者
復 活 ト ー ナ メ ン ト に 出 場 す る こ と が で き る 。

２ 条 敗 者 復 活 戦 は １ 条 で 規 定 さ れ た チ ー ム 同 士 が 、 新 た な 組 み 合 わ せ に
よ り 本 戦 と 並 行 し て 行 い 、 勝 ち 抜 い た も の と 本 戦 の 準 決 勝 で 敗 退 し
た チ ー ム と ３ 位 決 定 戦 を 行 う も の と す る 。

３ 条 １ 条 で の 対 象 チ ー ム 数 が １ ７ を 越 え る 場 合 は 敗 者 復 活 戦 は 行 わ な い 。

４ 条 敗 者 復 活 戦 は 特 別 規 程 で 行 う こ と が で き る 。

附 則 こ の 規 程 は 平 成 ２ ２ 年 １ ２ 月 １ 日 よ り 施 行 す る
附 則 こ の 規 程 は 平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 １ 日 よ り 施 行 す る



北 海 道 子 ど も か る た 大 会 実 施 要 領
１ 運 営

(1) 北 海 道 子 ど も か る た 大 会 に 出 場 す る チ ー ム か ら は 、 大 会 運 営 の た め 審 判 を
必 ず 出 し て い た だ く こ と と す る 。 な お 、 監 督 が 審 判 を 兼 ね て も よ い 。

（ 申 込 み の 時 点 に 名 前 を 登 録 し て い た だ く ） 。

(2) 本 大 会 出 場 メ ン バ ー は 地 区 大 会 と 同 一 で あ る こ と 。

(3) 試 合 場 内 に は 審 判 、 選 手 以 外 は 立 ち 入 る こ と は で き な い 。

(4) 試 合 場 に は 敷 き も の 、 飲 み 物 （ 蓋 付 の も の ） 、 タ オ ル 以 外 は 持 ち 込 ま な い 。

(5) 故 意 に 試 合 を 遅 延 さ せ る よ う な 行 為 が あ っ た 場 合 は 審 判 の 判 断 で 負 け を 宣
す る こ と が で き る 。

(6) 小 学 生 チ ー ム は 小 学 生 の み と す る 。 中 学 生 チ ー ム は 原 則 と し て 中 学 生 と す
る が 事 情 に よ り 編 成 が で き な い 場 合 は 市 町 村 子 連 会 長 の 申 請 に よ り 控 え の
選 手 と し て 小 学 生 を 認 め る 。 但 し 、 １ 試 合 に 出 場 で き る の は １ 人 と す る 。

(7) 自 分 の 競 技 が 終 了 し て も 、 他 の チ ー ム が 試 合 を し て い る 場 合 は 席 を 立 た ず 、
試 合 の 終 了 を 静 か に 待 つ か 、 審 判 の 指 示 に 従 う こ と 。

(8) 試 合 が 終 了 し た ら 各 チ ー ム は 使 用 札 を ま と め 、 シ ー ト の 上 に 置 く 。

(9) 応 援 は 指 定 さ れ た 場 所 以 外 で は 禁 止 す る 。

(10) 応 援 席 か ら 競 技 中 に 指 示 を す る こ と は 禁 止 と す る 。 同 様 に 、 大 人 の 指 示 に
よ り な さ れ た 選 手 の 申 し 立 て は 無 効 と す る 。

(11) 読 み 手 が 読 ん で い る 間 の 会 場 へ の 出 入 り は 禁 止 す る 。

(12) 競 技 会 場 及 び そ の 周 辺 は 禁 煙 と す る 。

２ 持 ち 札
(1) ３ 人 １ 組 で ５ ０ 枚 と す る 。 左 右 に 審 判 が 各 １ 名 つ く こ と 。

(2) 突 き 、 中 堅 、 守 備 と も に 持 ち 札 は ５ 枚 以 上 と す る 。 た だ し 、 突 き 、 中 堅
の 持 ち 札 は １ ５ 枚 を 越 え て は な ら な い 。

(3) 持 ち 札 の 総 数 が １ ４ 枚 に な っ た 場 合 は 、 １ 人 ３ 枚 以 上 自 由 と す る 。

(4) 持 ち 札 の 総 数 が ８ 枚 に な っ た 場 合 は 1人 １ 枚 以 上 自 由 と す る 。

(5) 持 ち 札 の 総 数 が ２ 枚 に な っ た 場 合 は １ 人 が 抜 け て 双 方 と も ２ 人 と す る 。

(6) 持 ち 札 の 総 数 が １ 枚 に な っ た 場 合 は １ 人 に な り 相 手 が 何 枚 あ っ て も 向 か
い 合 わ せ と す る 。

(7) 持 ち 札 が １ 枚 の 場 合 は 上 段 中 央 、 ２ 枚 の 場 合 は 中 段 以 上 と し 、 幅 は 50㎝
以 内 と す る 。

３ 競 技
(1) 双 方 が 並 べ 終 わ っ た ら 、 「 お 願 い し ま す 」 と 挨 拶 を す る 。

(2) 札 の 並 べ 方 は ３ 段 ま で と し 、 必 ず 定 め ら れ た 位 置 に 取 り 札 を 置 く こ と 。

(3) 取 り 札 以 外 の 札 で 、 取 り 札 が 動 い た 場 合 は 、 死 に 札 と な り 「 流 し 」 と し 、
相 対 す る 選 手 以 外 で 起 き た お 手 つ き は 無 効 と す る 。

(4) ２ 枚 あ る 自 重 札 に つ い て 、 カ バ ー を し て 取 っ た 場 合 は 無 効 と す る 。

(5) 「 早 い ・ 遅 い 」 お 手 つ き が 「 あ っ た ・ な い 」 等 の 場 合 は 当 事 者 が 話 し 合 い を
し 、 決 ま ら な い 場 合 は 、 審 判 の 判 定 に よ っ て 決 め る 。
た だ し 、 審 判 の 指 示 を あ お ぐ 場 合 は 双 方 が 同 意 し た 上 で な け れ ば 認 め ら れ
な い 。 ま た 、 相 対 す る 選 手 以 外 の 抗 議 は 受 け 付 け な い 。
な お 、 話 し 合 い が 長 引 く 場 合 は 試 合 の 進 行 上 、 当 事 者 か ら の 申 し 出 が な く
て も 、 審 判 の 判 断 で 判 定 す る 。

附 則 こ の 実 施 要 領 は 平 成 ２ ２ 年 １ ２ 月 １ 日 よ り 施 行 す る

附 則 こ の 実 施 要 領 は 平 成 ２ ３ 年 １ ２ 月 １ 日 よ り 施 行 す る


